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 それから、 後に、阿比留部長のほうでも確認されておると思いますが、 近のイノシシの生

息頭数、あるいは捕獲頭数、極端に９月以降激減しております。で、話を聞けば峰、豊玉の一部

では、集団的にイノシシが倒れて死骸を複数見ておることを、報告が猟友会の中であっておりま

す。 

 もしかすれば、そういうふうなウイルス性の病気が発生してるんじゃなかろうかと、毎月

５００頭前後とる数字が１００頭台に今下がっております。非常に状況が変わってきております

ので、その辺も十分静観しながら、私は、捕獲する側と市の方向との協議なり話し合い、今後も

っとする必要があろうかと思います。時間が少々残っておりますが、私の一般質問はこれで終わ

りたいと思います。 

 以上、ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。 

 再開は１１時からとします。 

午前10時46分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  こんにちは。６番議員、会派協働の脇本啓喜です。 

 まず、質問に入ります前に、先日金曜日の同僚議員の懲罰動議について触れさせていただきま

す。 

 市民は、対象議員のみでなく、もちろん、私も含めた市議会全体に失望されていらっしゃるよ

うです。このことを真摯に受け止めなければならないと思います。前から何度も言っている、市

長は以前こう言ったが、この本にこう書いてある、みたいなことを延々と話すのは苦痛でしょう。 

 私の一般質問へも批判を頂戴いたしました。現在の対馬市を、市議会について、クレームと、

揚げ足取りと、自己満足とも評されていました。大いに反省し、できるだけ建設的な議論が展開

できるよう努めてまいりたいと思います。 

 通告に従い、まず（仮称）比田勝認定こども園の通園時の安全確保について質問します。 

 先月１１月１７日に開催された、保護者をはじめとする市民に対する説明会に、北部地区３名

の市議会議員も全員出席させていただきました。用意されていた席では足りないほど多くの方々

が御参加いただき、関心の高さを改めて実感しました。 
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 担当者の説明が終わると、矢継ぎ早に保護者からの質問がなされて、収拾がつかない状況にな

りました。そのほとんどが通園時の安全確保についての質問で、大きく分けると次の３点に集約

できると思われます。 

 （１）通園路の危険除去に係る取り組みについて。（２）通園バスの整備、検討について。

（３）駐車場不足の解決策について、です。 

 （１）については、お子様を送って帰る際のルートが、従来と異なるルートで提示されたこと

が、保護者にさらなる不安を与えています。 

 先日、担当部長に問い合わせたところ、担当者が全く誤った説明をしてしまったとのことです。

パネルを準備しましたので、この際、ここで訂正をお願いします、よろしいでしょうか。説明を

わかりやすくするためお店の名称を固有名詞等で述べますが御容赦ください。 

 １１月１７日の担当者の送迎ルートは次のとおりです。この黒い部分ですね、自動車は中央橋

を渡って、郵便局と園の間の道路に入り、駐車場に車をとめて、徒歩で園児を送り届け、海上自

衛隊、海上保安庁の庁舎の間の道路を抜けて、右折して再び園の前を通り、スナック城の方向に

進んで帰ってもらう。警察等の許可を得た一方通行とはしないが、保護者間で話し合いを持ち、

一方通行の取り決めをしてほしいというものでした。 

 このようなルートは私も初めて聞いて驚かされました。市長も小学生のころ比田勝にお住まい

でしたから、このような狭隘かつ危険なルートでは、保護者が納得するわけがないことはよくお

わかりになると思います。 

 特に、同時間帯に送ってくることになる幼稚園のお母さんたちは、転勤族が多く、田舎の狭い

道に慣れていらっしゃらないうえに、２、３人のお子様がいらっしゃる方も多く大きめの車に乗

っていらっしゃり、ますます事故の危険性が高いと思われます。 

 本当に考えているルートは、今から示すルートでいいでしょうか。よければ、福祉部長、着席

のままでいいので回答ください。誤りや補足、修正があれば、後ほどこのパネルをお貸ししても

よいですから、わかりやすく説明してください。 

 本当のルートは、この赤の部分、送り届けるまでは同じですが、帰りのルートがここを右折で

はなくて、左折して中央橋を再び渡って帰る。車がまわりやすくするために、海上保安庁官舎の

敷地の右角の部分、ここですね、を１.５メートルずつ削り、その部分に見合う市有地との交換

を折衝中ということなんですよね、よろしいですか。 

 ただ、それだけでは、まだ安全面について保護者からは納得が得られないと私は思います。も

しこのルートだとしても、中央橋の架け替えが必要となりますね、今後。その工事の際は、一体

どのルートを通ればよいのでしょうか。やはり、以前要望していました別の場所からの架橋が必

要なのではないでしょうか。 
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 今後の架橋の予定について、答弁を求めます。 

 先月の説明会では、担当者から何か問題があれば検討しますとの答弁がありました。保護者か

らは、何か事故が起こってからでは遅い、私の子どもは実験台ですか、という悲痛な訴えがあり

ました。博物館に３４億円を費やす合併特例債の一部を架橋予算に充てれば、子どもたちの命を

救うことができると思います。英断を求めます。 

 （２）については、厳原と久田の幼稚園を統合する際は、交通渋滞が予測されるうえに、交通

事故の危険性が高いとの判断から通園バスの整備を行いました。比田勝の場合も同じような条件

であると思われます。 

 保護者の多くの方も通園路の危険性除去が整うまでの期間でもよいので、通園バスの運行をお

願いしたいと訴えられていました。私も、できれば通園バスを整備していただきたいと思います

が、もしかなわないのであれば、つまり、ハード面での解決がだめならば、何らかのソフト面で

の危険性緩和策がとれないでしょうか。 

 例えば、幼稚園の始業３０分前から、先生にこの近くにある上対馬総合センターロビーに待機

していただき、保護者が送り届けた園児を、裏道を通って引率する。あるいは、一般の路線バス

ですが、鰐浦からの循環線を通園時間帯とリンクさせ、チャイルドシートを公費負担し貸与して

運行する、バス走行時の安全確保等の課題は残りますが、検討の価値はあるかと思われます。 

 市長、教育長、所見を求めます。 

 （３）については、一定の時間帯に送ってくることになる幼稚園のお母さんたちの駐車スペー

スが不足することは、現在の幼稚園駐車場の規模でも満車状態であることを考えれば明らかです。

少なくとも職員駐車場を旧対北開発前の職員駐車場に指定し、少しでも保護者用駐車場に譲るべ

きではないかと思います。市長の答弁を求めます。 

 また、園敷地、右側のこの黄色い部分、千鳥荘の部分を購入、あるいは賃借して、駐車場とし

てはどうでしょうか、市長の答弁を求めます。 

 ところで、園本体の建設工事は、年度内に完成するとは思いますが、園庭、つまり運動場予定

地は、いまだに建設資材が置いてあります。開園は４月の予定ですが、開園までに園庭の整備は

完了するのでしょうか。もし間に合わないとすれば、園庭なしでの保育は避けるべきでしょうし、

工事中の近くに駐車して送迎するのは極めて危険です。来年度初めの開園に拘泥せず、せめて園

庭の完成を待っての供用開始とすべきだと考えます。市長の答弁を求めます。 

 私は、理事者が何もやってないとは思っていません。国や県等に一生懸命お願いしていること

は十分承知しています。この場を借りて、保護者をはじめとする関係者に理事者の取り組みを誠

意をもってお伝えすれば、何らかのよい方向性が開けてくるかもしれません。取り組みの現状と

今後の方向性をお聞かせください。 
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 次に、各実行委員会組織を主体とする事業の責任の所在及び責任分担の明確化について質問し

ます。 

 （１）国境花火大会の失火責任について。これについては、 新の気象情報で判断しなかった

のが 大の原因だと思われます。予定どおり実施するかどうかの現場の決定は、誰の判断で行わ

れたかということをお聞きしたいところですが、当日、市長は出張で不在のため、当時副市長で

あった比田勝尚喜氏が 高の役職でありましたので、当然、彼が 終判断を下したのだと理解す

るのが普通でしょう。幾ら主催は実行委員会であったとしても、実行委員長が 終決断したわけ

ではないと思われます。もちろん、 終責任は、市長であることは避けられません。 

 ただ、気になるのは、消防署の役割です。当日は消防長も不在で、現場は上県消防署長が実行

委員会に入って、実施するのか否かの協議に加わったとのことです。今議会の総務文教常任委員

会において、消防署から中止を進言できなかったかとの委員からの質問がありました。消防長は、

火事になったときに備えているのが消防署の役割であり、実施の可否について、判断は範疇では

ない旨の答弁がありました。 

 確かに、現場に副市長という上司がいる中、進言することは難しい状況であったかとは思いま

す。今後、開催される各地の花火大会において、気象の判断が難しい際には、プロである消防署

に意見を求め、尊重することを決めてはどうでしょうか、市長の答弁を求めます。 

 後に、（２）海道音楽祭の精算進捗状況について質問します。 

 当該音楽祭は、対馬市３大イベントの一つ「ちんぐ音楽祭」に、環境問題と地元の食の紹介を

も取り入れて、発展的に受け継ぐ形で今年度から開催されることになったものです。実行委員を

はじめ関係者の御努力で、催し自体はよいものであったと聞いておりますが、残念ながら来場者

が予測を大きく下回り、大幅な赤字が発生しているやに聞いております。 

 終的な赤字額と、現在、その赤字をどのように処理しているのか、精算の進捗状況について

答弁を求めます。 

 また、この事業は補助金を支出した事業であるため、市からの赤字補痾は認められないと思い

ます。この赤字を、今後どのように処理されようとしているのか、答弁を求めます。 

 以上、答弁によりましては、一問一答で回答お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  脇本議員の質問に答えさせていただきます。 

 この比田勝認定こども園の問題については、地区の方々より御指摘を受け、また保護者からの

意見や声を耳にし、道路の狭さについては、十分に承知はしておるところであります。 

 先般、行いました地区説明会においても、園児の通園に対する心配の声が多く寄せられたと、

報告が上がってきております。 
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 認定こども園、当初、建設計画では、比田勝中央橋を渡ってすぐの新江尻橋と海上保安部宿舎

の間を抜ける土地を、送迎の道路とできないかということについても協議をしました。しかしな

がら、かなわない部分がございました。 

 また、並行して、自衛隊官舎と海上保安部官舎との間の幅員３.５メートルの市道の拡幅がで

きないかということで、地権者と協議いたしました。駐車スペースの一部を市道として提供いた

だき、代替えの駐車スペースを用意したいとの申し出をいたしましたが、同意には至りませんで

した。 

 協議の中で動線として考えている道路のうち、鋭角となって通行しがたい角の部分を拡幅する

こと、隅切りすることにつきましては同意いただきましたので、現在、国のほうと協議をしてお

ります。 

 認定こども園の開園時期につきましては、国も理解を示しておりまして、近いうちにその隅切

りにつきましては、許可が出、工事に入れるものと思っております。 

 この隅切りを行うということについて、今、議員が質問で申し上げられたように、当然ながら、

上流側に向かって左折することを想定をした隅切りというふうに、私どもは当初から考えておっ

たところでございます。 

 中央橋の件でございますが、この問題については、以前より課題となっております安全性や利

便性を図っていく観点から、その必要性については十分に認識しているところであります。県と

の協議が難しく、なかなか先に進まない状況もございますが、現在、国道の縦横断を測量して、

国道のオーバーレイを含む取りつけ案を検討中であります。整備に向けて進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、通園バスの問題が上がりました。幼稚園につきましては、比田勝地区内の場所の移転を

したもので、以前から御説明しているとおり、通園バスは運行しないこととしております。また、

保育所につきましては、保護者の送迎が基本であるため、当初より通園バスは考えておりません

でした。 

 今回の住民説明会において、保護者の皆様の開園に対する不安の声を多くいただいたところで

ありますが、開園時の渋滞などのことを心配されてのことと当然思いますので、市といたしまし

ても、保護者が心配されるようなことが解消できるよう、努力してまいりたいというふうに、こ

の点についても考えております。 

 次に、駐車場不足の問題でございますが、皆様に住民説明会のときにお示しをしました計画に

ある職員駐車場というものを保護者送迎用とし、職員には別の駐車場を利用を促していきたいと

考えております。職員に対しましては、例えば、今の幼稚園の駐車場、それも足りないときは上

対馬の職員駐車場の利用も考えていきたいと思っております。 
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 動線、駐車場につきましては、確かに十分とは言えませんが、皆さんとともに協議をしながら、

よりよいものにしていきたいというふうに思っております。 

 それと、開園時期のお話がございました。これにつきましては、本体工事については予定どお

りのところであります。で、第二園庭、今、その絵で示されてるぐるっと回ったところにできる

わけですけども、第二園庭の竣工が今の予定では遅れていく部分もございます。園庭ができない

中で、開園はいかがなものかという保護者の皆様の御不満ももっともだと思っております。これ

らについても、皆様方と、保護者の皆様、そして、職員の皆様、みんなとも協議をしながらしっ

かりと詰めていきたいと思っておりますし、決して４月に拘泥するものではございませんので、

それらを踏まえた協議をしていきたいというふうに思っております。 

 次に、大きな項目の２点目の、各種実行委員会組織を主体とした場合の、事業の責任の所在並

びに責任の分担の明確化という大項目が上がっておったところでございます。これにつきまして

は、まず、１０月２５日の対馬国境花火大会において、打ち上げた花火の火の粉が近くの草むら

に燃え移り、約１ヘクタールを消失をしてしまったということで、市民の皆様に心配をかけ、ま

た地権者の方々にも迷惑をかけたというふうに思っております。さらには、消火に携わっていた

だいた多くの方々にお詫びを申し上げなくてはいけないというふうな思いは、たびたび伝えてき

たところでございます。 

 当初は、洋上からの打ち上げを予定をしておりましたが、前の日の、設置前の協議時の予報に

よると波が高いということで、台船の設置が困難との判断から、陸上からの打ち上げに変更をし

たものです。花火打ち上げの 終判断は、当日午後３時にその時点の 新の気象予報により、午

後６時以降は東北東の風が５メーターから１０メートルと、風速は夕方になるにつれ弱くなる予

報でありましたので、打ち上げを決定をされております。決定後は、消防署や消防団と協議をし、

分団の配置、事前の散水、水利タンクの事前準備等を行ってまいりましたが、結果的には、この

ような事故が発生をいたしました。このことを受け実行委員会では、翌日以降、消防団や地区及

び地権者への謝罪を行いました。 

 また、実行委員会として、１１月１６日に検証を行い、花火の打ち上げに際しての打ち上げ場

所、打ち上げ判断基準、防火体制などが話し合われました。 

 総括で、今後、打ち上げを行う場合は、十分な保安距離がとれ、火の粉による引火の心配がな

い洋上の台船、もしくは防波堤等から行う方向で検討がなされたところであります。 

 実行委員会は、各種団体や市関係者を含め、２１名うち５名が市職員でございますが、このよ

うな構成の中、花火を含めたイベント内容の検討や運営などを行っていただいておるところであ

ります。 

 今回の出火の原因につきましては、打ち上げ直前の気象予報確認や事前の散水面積が、想定し
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ていた以上にもっとしなくてはいけなかったというふうな反省にも至っております。 

 責任の所在及び責任の分担は、市と実行委員会で、花火の打ち上げ場所、打ち上げの決定など

を協議して進めており、どちらか一方の責任ではなく、一体となった責任になるというふうに考

えております。 

 今後もこのような事故が二度とないように、安全面に十二分に配慮をし、実施をしていかなく

てはいけない案件だと思っております。 

 次に、海道音楽祭のことに言及されたところでありますが、それぞれ、実行委員会につきまし

ては、目標を達成するために、行政や企業などの関係機関や市民団体、個人の方々等で組織をし、

事業の企画から運営までを協議し行うというものでございます。それぞれの事業目的により、構

成員もまちまちであるというふうに認識をしております。 

 この、つしま海道音楽祭につきましては、一昨年まで実施してきましたちんぐ音楽祭をリニ

ューアルし、音楽祭での交流に加え、対馬の自然環境の保護や対馬食材などの資源を活用し、国

内外客を誘致しようと取り組んだイベントでございます。 

 市民の中から、音楽活動に精通してある方、興味をお持ちの方のほか、環境活動で活躍してあ

る方など、音楽祭の開催に賛同し、対馬の活性化につなげようと奮起していただいているボラン

ティアの方々により構成をされております。 

 対馬市といたしましても、対馬を代表する交流イベントとして位置づけ、担当部署の職員を実

行委員会メンバーとして加入させ、補助金の交付あるいはイベント開催時のスタッフとして従事

する等、取り組んできたところでございます。 

 今年度は、８月２９日に、土曜日に、美津島町グリーンパークで、メーンアーティスト、ＫＯ

ＮＩＳＨＩＫＩバンドのほか、５組のアーティストを招請し、野外コンサート形式で開催をいた

しました。このコンサートの中で、日韓海岸清掃フェスタの取り組みの報告を行ったり、環境

ブースの設置、対馬食材を使ったフードコートの運営を行ったところでございます。 

 本年度のこのイベントに係る決算額は、１,０１２万１,５９８円で、対馬市からの補助金は

６６７万円交付しているところでございます。しかしながら、当初の取り組みの遅れ、入場料の

設定の問題、周知不足などによりチケット収入が減少し、赤字となったところでございます。こ

のことにつきましては、実行委員会側から１０月に御報告をいただいたところでございます。 

 また、御報告をいただいた際、実行委員会側からは、今年度の反省点を踏まえ、アーティスト

の選考決定を早めに対応をすること。２つ目として、アーティストの知名度にかかわらず、集客

効果を高めるイベントとして構築していきたい等々が上がっております。また、経費の節減をし

つつ新たなコンテンツづくりに取り組みたいなど、今回の反省点を糧に、次年度以降の取り組み

に対する意欲をお示しいただいたところでございます。 
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 市といたしましては、民間有志の方々のこのような意欲と取り組みを大切にし、再び対馬の地

域性を生かした交流イベントとして定着するよう、可能な限り後押しをしてまいりたいというふ

うに思っているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  きょう質問したことについては、それに対してではなくて、あら

かじめ準備した答弁書を読むだけであるならば、質問趣意書でのやりとりでいいと思うんですよ。

きょう、私が質問したこと、しかも通告にも書いてあることで、明確に書いてあることですら答

弁されてないですね。 

 まず、このソフト面での対応について提案しましたが、これについてどう思われますかという

ことには答弁もない。 

 それから、国境花火大会のことについても、消防署の役割についてどうされますかというふう

に質問してるんですが、それにも答弁がない。 

 海道音楽祭、このことについても、赤字額は幾らになったんですか、現状の精算状況はどうな

んですかという、今後、この赤字部分についてどのような処理をするように聞いてますか、考え

てますかという質問をしたんですが、全くその点に答弁がないんですよ。もう一度その点につい

て答弁ください。黄色でマーカーしてるでしょ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  当初いただいておる質問趣意書に基づいて答えたつもりでございますが、

先ほど質問された内容について、ここまでの質問はございませんでしたので、答弁には至ってい

なかったということで、（「海道音楽祭の精算状況ってはっきり書いてあるじゃない、通告書

に」と呼ぶ者あり）申しわけございません、担当部長のほうから答えさせます。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  お答えをいたします。決算額といたしまして、歳出のほうが

１,０１２万１,５９８円、もう一度申しますが、１,０１２万１,５９８円という決算額でござい

ます。それに対しまして、収入のほうでございますが、市のほうの補助金が６６７万円でござい

ます。あと、チケット収入が７１万６,７５０円、７１万６,７５０円でございます。それと、

フードコートの売り上げが２７万３,０００円でございます。あと、協賛金が６９万円というこ

とで、差し引きの赤字額って申しますか、赤字額は１７７万１,８４８円でございました。この

赤字分につきましては、実行委員会のほうで借り入れを行って、赤字補痾をしているというふう

に聞いております。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  認定こども園の通園に関するソフト面での危険緩和策という御提案が、
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今あっております。 

 で、この手法というのにつきましても、一考に値するものというふうには考えますが、今ここ

で即決するというふうなものでもないかと思っておりますので、御容赦いただければと思います。

（「赤字額をどうしようと思ってますか」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  海道音楽祭の赤字につきましては、実行委員会のほうが、委員の中でそ

の分について処理をしていきたいというふうな報告が上がっております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まず、認定こども園のほうですが、もう１４分しかなくなったん

ですが、この通園路については、今、訂正した赤い形だということで答弁がありましたので、こ

の形だということを改めて保護者のほうにお伝えして、今後もいろんな角度から危険性を除去に

努めていくということを、誠意をもってお伝えくださるように要望しときます。 

 それから、途中で、通園バスのことについてなんですが、検討はするという、ある程度考えて

みるというような答弁であったかと思うんですが、それでいいのかどうか。 

 それから、国道のオーバーレイという言葉が出てきたんですが、済いません、不勉強でよくわ

からないので、このあたりの説明をお願いします。 

 そして、４月に拘泥しないと、開園を拘泥しないということでしたので、ぜひ、関係職員の

方々、それから保護者の方々と密に協議を行っていただいて、一番心配なのは安全面です。ぜひ、

その辺に一番重きを置いて検討されることを要望しときます。 

 今言った、通園バスを検討すると言ったのかということ、それから、国道のオーバーレイにつ

いて御説明をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  通園バスの運行については、基本的には先ほど申しましたように、幼稚

園が比田勝市内での移動ということ、保育園という性格上、通園バスということは、基本的には

考えていないと、ただし、通園時の渋滞等を心配されてる部分があります。で、今、脇本議員も

先ほど御提案いただきましたソフト面のやり方等を御提案いただいたところでございます。これ

らも十分に踏まえて考えていくことが必要だろうというふうに答弁をさせていただいたつもりで

ございます。 

 それと、国道のオーバーレイの話でございますが、これは、国道の舗装高を高く、まあ厚くす

るということになりますが、何で国道を高くしなくてはいけないかということについては、河川

との絡みがあり、河川の今の水が流れる面積といいますか、川の面積を確保するために、今の面

積を確保するためには、今の橋げたよりも下げるっていうことは難しいというふうな状況が起こ
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っております。そのときに、逆に、そして、橋の何て言いますか、通路面て言いますか、その高

さと、国道側の高さとの、今の高さですりつけた場合、そこで勾配が、短い距離でございますの

で、勾配が基準よりも急になるという問題が起こっております。そうしますと、国道面を高くす

ることによって、橋の高さを緩やかに勾配をしていくために、国道のオーバーレイが必要という

ふうなところで、協議を行っているというふうな御理解をいただければと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  わかりました。国道を高くして、その河川の下の部分ですね、道

路の下の部分が十分な高さを保つために、そういうふうにしなければならないということだと思

います。 

 例えば、素人考えなんですが、真っすぐするから国道は高くしなきゃいけないと思うんですが、

例えば、斜めに橋をかけるとすれば、少し余裕ができるかと思うんですが、まあそのあたりは技

術的なことですから、素人が言っても仕方がないと思うんですが、ちょっとそのように考えまし

た。 

 それから、もう一つ抜けてたのが、中央橋を架け替えなきゃいけませんよねと、その際に、今

のこのままでは、中央橋を工事したらどこを通るんでしょうということなんですが、多分、その

横か何かに橋をかけて、ここの今ある中央橋は通行ができる状態にして新たな橋をかけるという

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  私のほうからお答えいたします。その中央橋の架け替えといいます

か、工事の仮橋につきましては、その横の土地に仮橋をかけて工事をするというふうなことを聞

いております。 

 それから、済いません、１点、機会を得ましたので答えさせていただきますが、先ほど、脇本

議員さんの御質問の中で、海上保安部の隅切りの部分で、交換という言葉が出ましたが、ここは

交換ではなく、私どものほうでは売買という方向で進めております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  架け替えの際も十分危険性に考慮した工法で、よろしくお願いい

たします。 

 で、当初、交換と聞いてたんですが、売買となったということですね、はい。 

 それから、花火大会、消防署の役割についての答弁がなかったんですが、やはり、気象等、そ

れから、消防関係のプロですから、ぜひ、その権限がないという形ではなくて、そういう判断に

迷ったときには、消防署の意見を求めるという形で、消防署もそういう勉強、一生懸命してるは

ずですので、取り上げていただきたいと思います。これ、答弁いいです。 
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 それから、海道音楽祭については、多額の赤字が発生してるということが判明しました。一生

懸命取り組んでこられたんですが、こういう結果になったことは、本当、残念でありますし、今

後、どうしていくんだろうかということも、ほんとに考えなければいけないと思います。 

 今まで、３大イベントとしてやってきましたけれども、本当に今後も続けていったほうがいい

のかどうか、その判断に当たる時期が来てるんじゃないかというふうに思います。というのは、

目的はある程度、ちんぐ音楽祭の目的は果たされてきたと思うんですね。で、今現在、民間でラ

ブフェスというのを実行委員会になってらっしゃる方が主なメンバーでやってらっしゃいます。

そちらのほうに支援を置いて、年に２回こういう形でするんではなくて、そちらに注力していた

だいて、そちらを市として支援していくという形も考えられるんではないでしょうか。 

 花火大会の前日に、上対馬総合センターでラブフェスが行われました。下地区のほうからもた

くさんの方が来られて、３００名ぐらい来られてたと思います。で、 後に主催者側の挨拶がほ

んとに感動的なものでした。そういう熱い思いを持ってる方々にこの大きな借金を背負わせたっ

ていうことは、もう、心苦しいなあというふうには思いますが、もう、決まりですからそれを負

担してもらわざるを得ません。 

 来年もこういう形でやって、また負担が増えるということがないように、もう一度チャンスを

与えてやるとするならば、しっかりとした計画を立てて、身の丈に合った開催となるよう要望し

ときます。 

 こども園に戻ります。説明会における保護者の、こんな危険な通園路のままでは、大事な子ど

もたちを通わせたくないという強い意志を受けて、私は、保護者が望むのであれば危険性が除去

されるまでは、来年度以降も現在の３園のままで存続させる運動を、一緒になって行わなければ

ならないと感じました。 

 しかし、そのほか数名の保護者にこの問題に対する考えを伺ったところ、年長の子どもさんた

ちは特に、新しい施設に４月から過ごせるということをとっても楽しみにしているというお話も

お聞きしました。 

 ハード面の対処が困難であれば、ソフト面で少しでも危険性の緩和を図りましょう。金がない

なら協力して知恵を絞ろうではありませんか。できるだけ早く、通園時の危険性を緩和して、新

園で子どもたちが伸び伸びと活動できるよう、 大限の努力をよろしくお願いいたします。 

 海道音楽祭についてもう一つ、スタッフとして参加いただいた市職員から、民間委託したのに、

何故、市職員がここまでやらなくてはならないのかという不満が出ていると聞いています。また、

そのような発言に対して、一般の市民から市職員に対する批判が上がっているとも聞いています。

これは、大変まずい状況だと思います。 

 さきの、茨城県の大水害の際、不眠不休で働かれた市職員の残業手当が高額になったことにつ
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いて、心ない批判が上がっているのと似た公務員バッシングだと思います。これに関して、常総

市の市議会議員が建設的なすばらしい一般質問をしています。市職員も一市民であり、一労働者

であることを市民は理解し、市職員も一市民として市民協働活動に気持ちよく参画できる環境を

整えていかなければならないと思います。 

 市長の所感をお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  なぜ自分らがというふうな話が市民のほうに、職員の声が聞かれたって

いうのは、とても残念なことであります。 

 仮に心の中でそう感じる部分があったとしても、それ以上に一生懸命取り組もうとしている民

間の方たちがいらっしゃるわけですから、どう民間の人たちに寄り添っていくのかということが

大切だというふうに思っております。で、市民とともに寄り添いながら歩んでいく姿勢がこれか

ら形になることを願っております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ちょっと誤解があったかのようですが、私、市職員をそれほど責

めてるわけではないんですよ。逆に市民のほうからそのような声が上がってることが、ちょっと、

逆に問題かなあというふうに思ってるんです。 

 とにかく、オール対馬で一緒になってやってこうというのであれば、誰が悪いとかそういうこ

とではなくて、一緒にやるという環境をつくっていきましょうというつもりで申し上げたので、

その、市役所の職員批判というふうに捉えないようにお願いしたいと思います。 

 前回、協働は……。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので、簡明にお願いします。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  はい。対等の関係でないといけないというふうに言いましたけれ

ども、責任分担については矛盾してると思いますけども、今の、この市民協働における過渡期に

おいては、行政が主体とならなければ、実行委員長をはじめ、委員のなり手がなくなるという心

配があります。一緒になってこれからの市民協働のあり方、考えていきましょう。強く要望して、

今回の一般質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、６番、脇本啓喜君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時から再開します。 

午前11時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 




